
6. 教育活動および環境

6.1 大学院教育

防災研究所の教官は、工学研究科および理学研究科の兼担教官として現在大学院教育に携わっている。担当科

目は別記一覧の通りである。防災研究所で受け人れている大学院生数は、

1994年 3月現在 修士課程 71名

博士課程 19名

総数 90名

である。これに対して、エ、理両研究科の兼担の教官数は各々27、28名である。教官一人当り受け入れ大学院生

数は約1.6人で、かなり少ない。これはもともと防災研究所が有している大学院生定員が修士 l学年当り 21名、

博士が 1年当り 18名とかなり少ないことに起因するが、全体的に大学院生の受け人れ数が少ないことも否めない。

本学の大学院貢点化構想にともなって、防災研究所の工学系や理学系の受け入れ大学院生定員が大幅に増員さ

れることになっているので、教官一人当りの受け人れ大学院生数は今後は現在の 2倍以上になると予想される。

また、特別枠の留学生数も今後は増加すると考えられるので、教官一人当りの大学院生数はより多くなるであろ

う。

次に博士学位授与に関して、本研究所教官が主査となっている件数を数えると、最近の 3年間では45件である。

また、大学院生の就眠先は、国家公務員、地方公務員、建設関係会社、鉄道関係会社、電カ・ガス会社など多

様である。しかし、最近の 5カ年で大学の教員などに採用された者は極めて少ない。全国的な傾向であるかも知

れないが、大学内に適当なポストが不足していることは否めない。学問の継承性を考えると改善が望まれる。

ところで、研究所の大学院教育への関わり方については、幅の広い考え方がある。すなわち、一方では、研究

科基幹講座と同程度に大学院生定員を増やし、研究・教育の最先端にもっと若い世代を配すべきだとする主張、

他方では、研究所は設立の主旨から、一層、研究に専念すべきで、特に大型研究などに力を注ぐべきではないか

とする主張の両極端から、それらの中間的な考え方などが存在する。 これらは研究所の今後のあり方に深く関

わる問題で、かなり早い時期に結論を出すべきと考えられる。

本研究所教員（教授、助教授）が各々の研究科で担当している講義科目は次の通りである。

｛工学研究科｝

土木系専攻：河川工学特論、道路工学特論、上木計画学特論、水理学特論、開水路水理学、走行路力学、

海岸工学特論、士の物性論、水文循環工学特論 I、II、水工計画学特論、水管理システム特

論 I、II、交通システム特論 I、II、各種特別実験及び演習、水域環境論

建築系専攻：建築構造力学特論、耐震構造特論II、建築振動論、曲面板構造、耐風工学特論、建築学特別

演習第一、第二

｛理学研究科｝

地球物理学専攻：測地学特論、同ゼミナール、地殻変動特論、同ゼミナール、地震学特論第 1部、第 2部、第

3部、第 4部、同第 1部、第 2部、第3部、第 4部ゼミナール、火山災害特論、同ゼミナー

ル、応用地球物理学特論、同ゼミナール、応用地震学特論、同ゼミナール、地すべり学特論、

同ゼミナール、沿岸海洋学特論、同ゼミナール、陸水物理学特論、同ゼミナール、地形物理

学特論、同ゼミナール、気象学特論第 2部、同ゼミナール、応用気候学特論、同ゼミナール、

地球電磁気学特論、同ゼミナール、地球物理学特殊研究

6.2 学部教育

個々の教官の学部教育への関わり方は学部の事情によって異なる。平成 5年度では、工学系では約70%、理学

系では約40％の教官が下記のような授業を担当し、また個々に卒業論文の指導を行なっている。
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I学系：耐震構造、構造学演習、構造動力学、構造力学第一及び演習、土質実験

鉄筋コンクリート構造、建築学浪習、水理学第一および演習、河川工学、土質力学及び演習、道路工

学、土木計画学、水資源工学、水文学、構造力学11及び演習、鉄道工学、耐風工学、水理実験、特別

研究、自然災害科学 I、11 （総合人間学部）

理学系：陸水物理学、地震学、物理科学課題研究、同課題演習（以上理学部）

地すべり・急傾斜地崩壊等対策論（農学部）、自然災害科学位、 I、11 （総合人間学部）

上のように、学部教育への関わりは多いとは言えない。特に理学系では少ない。研究所で実際に行われている

研究内容が、学部学生に十分伝わっていないおそれがある。自然災害科学への理解を深め、研究への意欲を喚起

するには、学部教育の段階から積極的に関与すべきである。現時点では、地理的条件や学部側の方針もあり、や

むを得ない点もあるが、早期になんらかの改善が望まれる。

6.3 社会人教育

防災研究所では将来構想として、有るべき姿を模索中であるが、いくつかの選択肢の中に、国の内外の社会人

を大幅に受け入れる考え方がある。すなわち、自然災害を防止、軽減するには、地方公共団体や報道機関など多

くの人々に接する立場にある人に、自然災害防止の基礎技術を教え、現場において迅速に適切な指導を行うこと

が出来るようにしておくことが貢要である。そのためには、そのような立場にある人々に自然災害科学の再教育

を行う場を作る必要がある。また、これとは別に、発展途上国からの研修生などの受け人れをもっと強化すべき

であるとの意見が所内にある。この場合、学位や何等かの資格を取得させる方法を具体化する必要がある。

最近 3年間の研修員、研究生の受け人れ数は次の表の通りである。

平成 3年 平成 4年

研修員

研究生

5

4

 

10 
10 

平成 5年

5 

6 

6.4 教育設備

6. 1でも述べたように、今後は当研究所の受け入れ大学院生数は大幅に増大する予定である。これにともなっ

て講義室、セミナー室、図書室および学生研究室等の整備が急務である。現時点では、防災研究所固有の教育施

設はないが、これに代わるものとして、所内共同利用の比較的大きな部屋が 2室 (90,60人収容）、研究センター

セミナー室が 2室 (20人収容）が有るのみで極めて貧弱である。個々の研究部門の教官研究室に大学院生の研究

場所を設けているが、現在でも過密で教育環境として決して好ましい状態ではない。また、防災研究所には固有

の図書室はなく、多くの図書は各研究部門に分散管理されており、僅かに、約20名収容程度の読書室が有るのみ

である。早期の改善が望まれる。

6.5 ティーチングアシスタント、リサーチアシスタントの必要性

本研究所では、平成 5年度現在のティーチングアシスタントは 5名である。また、学術振興会特別研究員とし

て採用されているのは僅かに 1名である。きわめて少ない数である。研究所では常に先端技術を取り人れた研究

の促進が要求される。また、研究の継続性が特に強調される事も多い。このためには若手研究者の養成が必須で

ある。本研究所の大学院生がアルバイト等に費やす時間の実態は必ずしも明らかではないが、かなりの時間が割

かれているようである。日本育英会などの奨学金の充足状況も不十分な様である。これら大学院生への恒常性の

ある経済支援は勉学への専念をもたらすばかりではなく、教育経験をも与えることになり、将来の研究者として

自立を促すことになる。これからの研究所では大学院教育への比重が一段と増すので、多くのティーチングアシ

スタントが必要であるから定員数の増大を計ることが急務である。
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大学院生が防災研究所の研究補助業務を行った場合に一定の報酬を与えると言うリサーチ・アシスタント制度

は、現在のところまだ認められていない。しかし、研究支援者数の教官に対する比率が次第に小さくなりつつあ

り、研究上の雑務の多くが教官によって処理されている現状においては、大学院学生の教育や研究が妨げられな

い範囲で、リサーチ・アシスタントとして採用する必要がある。

また、発展途上国などからの留学を希望する学生が増えてきているが、経済的な保証が極めて少ない場合があ

る。この様な学生にもリサーチ・アシスタントの席を確保させることは、勉学への道を大きく開くことになり、

本研究所の様に災害科学技術移転の役割を担うところでは必須である。 研究所内で大学院生に報酬を与えて研

究環境を調えることは、学生のためにも意義があると思われる。何らかの形でリサーチ・アシスタントを研究所

の制度として採用する工夫が必要であろう。

6.6 教務事務の整備

現在、本研究所には教務事務を行う事務部内の掛は無い。しかし、上に述ぺたように、受け入れ大学院生の増

大、さらに将来、社会人や外国人留学生の教育を大幅に取り入れることになれば、事務体制の抜本的見直しが必

要である。教務や留学生の勉学のサポートをする掛などの支援が無ければ、研究所に於ける教育は、実行が困難

である。翻って研究面にも重大な影響をもたらすことになる。教育面での改革を含む研究所の将来計画には、事

務機構の改革が必要不可欠である。
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